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上

同
窓
会
会
則

改
定
に
つ
い
て

平
成
3
1
年
同
窓
会
会
報
に
掲
載
し
ま

し
た
会
則
改
定
案
に
つ
き
ま
し
て
、
平

成
最
後
の
幹
事
会
　
（
平
成
3
1
年
4
月
1
9

日
　
（
金
）
　
開
催
）
　
に
て
一
部
修
正
が
あ

り
こ
こ
に
修
正
改
定
案
を
再
度
作
成
致

し
ま
し
た
。

令
和
元
年
5
月
1
8
日
　
（
土
）
　
の
定
期

総
会
に
お
い
て
、
こ
の
修
正
改
定
案
を

審
議
し
、
全
員
の
賛
成
に
て
決
定
し
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
新
し
い
　
「
同
窓
会
会
則
」
を

掲
載
致
し
ま
す
。

昭
和
第
一
高
等
学
校

同
窓
会
会
則

第
一
　
章
　
　
　
総
　
　
則

第
1
条
　
（
名
　
称
）

本
会
は
、
昭
和
第
一
高
等
学
校
同
窓

会
と
称
す
る
。

第
2
条
　
（
目
　
的
）

本
会
は
、
母
校
と
連
絡
を
保
ち
、
会

員
相
互
の
親
睦
を
図
り
、
母
校
の
発
展

に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
3
条
　
（
事
務
局
）

本
会
は
、
事
務
局
を
東
京
都
文
京
区

本
郷
1
丁
目
2
番
1
5
号
　
昭
和
第
一
高

等
学
校
内
に
置
く
。

第
4
粂
　
（
事
　
業
）

本
会
は
、
本
会
則
第
2
条
に
規
定
す

る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事

業
を
行
う
。

1
．
総
会
お
よ
び
各
種
会
合
の
開
催
。

2
．
会
報
等
の
編
集
お
よ
び
発
行
、

な
ら
び
に
広
報
活
動
。

3
．
会
員
情
報
の
適
正
な
管
理
と
保

管
。
そ
の
管
理
と
保
管
に
関
し

て
は
、
別
途
規
定
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

4
．
母
校
の
教
育
事
業
へ
の
支
援
。

5
．
そ
の
他
、
母
校
が
行
う
事
業
を

P
T
A
・
昭
和
会
と
連
携
し
、

支
援
す
る
。

6
．
支
部
お
よ
び
会
員
同
期
会
活
動

へ
の
助
成
。

7
．
そ
の
他
、
本
会
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
の
必
要
な
事
業

第
　
二
　
章
　
　
　
会
　
　
員

第
5
条
　
（
会
　
員
）

本
会
は
、
次
の
会
員
を
も
っ
て
構
成

する。

第
　
三
　
章

役
　
　
員

第
6
粂
　
（
役
員
お
よ
び
定
数
）

本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

（
1
）
　
（
役
　
員
）

1
．
会
　
　
　
長

2
．
副
　
会
　
長

3
．
事
務
局
長

4
．
会
　
　
　
計

5
．
会
計
監
査

6
．
幹
　
　
　
事

7
．
学
校
委
員

（
2
）
　
（
名
誉
役
員
）

1
．
名
誉
顧
問

2
．
名
誉
会
長

3
．
顧
　
　
　
問

4
．
参
　
　
　
与

若
干
名

1

　

名

若
干
名

若
干
名

l

正
会
員

昭
和
第
一
商
業
学
校
、
昭
和
第

一
高
等
学
校
、
昭
和
第
一
商
業

高
等
学
校
、
昭
和
第
一
中
学
校

の
全
卒
業
生
。

準
会
員

過
去
に
本
条
1
項
の
各
校
に
在

学
し
た
者
で
、
正
会
員
2
名
以

上
の
推
薦
が
あ
り
、
幹
事
会
の

承
認
を
経
た
者
。

特
別
会
員

過
去
に
本
条
1
項
の
各
校
へ
一

年
以
上
在
職
し
た
旧
教
職
員
お

よ
び
現
教
職
員
。

第
7
粂
　
（
役
員
、
名
誉
役
員
の
選
出

と
委
嘱
）

本
会
の
役
員
、
名
誉
役
員
は
、
次
の

方
法
で
選
出
し
、
委
嘱
す
る
。

（
1
）
　
（
役
　
員
）

1
．
会
長
は
、
正
会
員
の
中
か
ら

選
出
し
、
幹
事
会
の
議
を
経

て
、
総
会
で
承
認
す
る
。

2

副
会
長
、
事
務
局
長
、
会
計
、

会
計
監
査
は
、
正
会
員
の
中

か
ら
幹
事
会
が
推
薦
し
、
能

会
で
承
認
す
る
。

幹
事
は
、
正
会
員
の
中
か
ら

幹
事
会
が
推
薦
し
、
総
会
で

承
認
す
る
。

学
校
委
員
は
、
本
校
学
校
長

が
推
薦
す
る
教
職
員
を
会
長

が
委
嘱
す
る
。

（
名
誉
役
員
）

名
誉
顧
問
は
、
本
学
学
園
理

事
長
お
よ
び
理
事
長
経
験
者

を
推
挙
す
る
。

2
．
名
誉
会
長
は
、
本
校
学
校
長

を
推
挙
す
る
。

3
．
顧
問
は
、
本
会
会
長
経
験
者

と
し
、
会
長
が
委
嘱
す
る
。

4
．
参
与
は
、
正
会
員
の
中
か
ら
、

幹
事
会
の
承
認
を
経
て
、
会

長
が
委
嘱
す
る
。

第
8
条
　
（
役
員
の
任
期
）

本
会
役
員
の
任
期
は
、
2
カ
年
と
し
、

再
任
は
妨
げ
な
い
。

欠
員
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
役
員
の
任

期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

1
．
会
長
の
任
期
は
1
期
2
年
と
し
、

再
任
を
妨
げ
な
い
。

2
．
名
誉
顧
問
な
ら
び
に
名
誉
会
長

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

3
．
任
期
は
、
選
任
さ
れ
た
年
の
総

会
の
翌
日
か
ら
、
任
期
満
了
年

の
総
会
の
当
日
ま
で
と
す
る
。

4
．
役
員
は
、
そ
の
任
期
が
満
了
し

た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
後
任
者

が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、

な
お
そ
の
任
務
に
と
ど
ま
る
も

の
と
す
る
。

第
9
条
　
（
役
員
の
職
務
）

本
会
の
各
役
員
の
職
務
を
、
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

1
．
会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会

務
を
総
括
す
る
。

2
．
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
す
る
。

会
長
が
、
そ
の
職
務
を
執
行
で

き
な
い
場
合
は
、
そ
の
職
務
を

代
行
す
る
。

3
．
事
務
局
長
は
、
事
務
局
を
掌
理

する。

4
．
会
計
は
、
財
務
の
運
営
と
、
経

理
の
任
に
あ
た
る
。

5
．
会
計
監
査
は
、
会
計
お
よ
び
財

務
状
況
を
監
査
す
る
。

6
．
幹
事
は
、
幹
事
会
を
構
成
し
、

本
会
の
事
業
の
企
画
お
よ
び
運

営
に
あ
た
る
。

7
．
幹
事
会
は
、
そ
の
職
務
を
執
行

す
る
た
め
に
、
常
任
幹
事
を
互

選
し
、
職
務
を
分
担
さ
せ
、
執

行
に
あ
た
ら
せ
る
。

8
．
名
誉
顧
問
、
名
誉
会
長
、
顧
問
、

参
与
は
随
時
会
合
に
参
加
し
、

ま
た
会
長
の
諮
問
に
応
じ
て
意

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
　
四
　
章
　
　
　
会
　
　
議

第
1
0
条
　
（
会
　
議
）

本
会
に
、
次
の
会
議
を
置
く
。

1
．
総
　
　
　
会

2
．
幹
　
事
　
会

3
．
常
任
幹
事
会

第
1
1
条
　
（
稔
　
会
）

1
．
総
会
は
、
定
期
総
会
お
よ
び
臨

時
総
会
と
す
る
。

2
．
定
期
総
会
は
、
毎
年
1
回
　
5

月
に
開
催
す
る
。
臨
時
総
会
は
、

必
要
と
認
め
た
と
き
幹
事
会
の

議
を
経
て
、
会
長
が
招
集
す
る
。

3
．
総
会
は
、
会
長
が
招
集
し
、
期

日
か
ら
概
ね
1
カ
月
前
に
そ
の

日
的
お
よ
び
日
時
、
場
所
、
を

会
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

ない。

4
．
定
期
総
会
は
、
事
業
報
告
、
収

支
決
算
報
告
、
事
業
計
画
案
、

収
支
予
算
案
、
会
則
の
改
廃
、

役
員
の
改
選
、
そ
の
他
の
重
要

事
項
を
承
認
す
る
。

5
．
総
会
の
議
決
は
、
出
席
正
会
員
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の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可

否
同
数
の
と
き
は
議
長
が
決
す

る。

6
．
総
会
の
定
足
数
は
定
め
な
い
。

第
1
2
粂
　
（
幹
事
会
お
よ
び
常
任
幹
事

会）
1
．
幹
事
会
は
、
会
長
、
副
会
長
、

事
務
局
長
、
会
計
、
会
計
監
査
、

幹
事
（
含
常
任
幹
事
）
、
学
校

委
員
お
よ
び
名
誉
役
員
で
構
成

する。

2
．
幹
事
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認

第
1
3
条

l2

第
1
4
条

l

め
た
と
き
招
集
す
る
。

幹
事
会
の
運
営
は
、
幹
事
会
に

よ
っ
て
互
選
さ
れ
た
常
任
幹
事

に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。

常
任
幹
事
は
、
本
会
の
運
営
に

係
わ
る
諸
事
案
を
常
任
幹
事
会

で
審
議
し
、
そ
の
決
定
事
項
を

幹
事
会
へ
提
議
す
る
。

幹
事
会
は
、
次
の
事
項
を
審
議

決
定
す
る
。

（
1
）
事
業
報
告
及
び
収
支
決
算
報

告
の
承
認
。

（
2
）
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
。

（
3
）
本
会
則
第
4
条
4
項
に
定
め

る
母
校
の
教
育
事
業
へ
の
支

援策。

（
4
）
本
会
則
第
4
条
5
項
に
定
め

る
母
校
の
事
業
へ
の
助
成

策。

（
5
）
本
会
則
第
5
条
2
項
に
定
め

る
準
会
員
の
承
認
。

（
6
）
支
部
設
立
の
承
認
。

（
7
）
本
会
則
の
改
廃
。

（
8
）
そ
の
他
、
本
会
に
関
す
る
重

要
事
項
。

．
幹
事
会
お
よ
び
常
任
幹
事
会
の

議
決
は
、
出
席
幹
事
の
過
半
数

を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の

と
き
は
議
長
が
決
す
る
。

（
議
長
の
選
出
）

総
会
の
議
長
は
、
総
会
出
席
の

会
員
の
中
か
ら
互
選
に
よ
り
、

そ
の
都
度
選
出
す
る
。

幹
事
会
お
よ
び
常
任
幹
事
会
の

議
長
は
、
会
長
が
あ
た
る
。

（
議
事
録
お
よ
び
保
管
等
）

会
長
は
、
各
会
議
の
議
事
に
つ

い
て
は
、
議
事
録
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
事
務
を
会
長
の

指
名
に
よ
り
、
事
務
局
長
が
代

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
事
録
に
は
議
長
お
よ
び
出
席

し
た
役
員
の
う
ち
か
ら
互
選
さ

れ
た
者
2
名
以
上
が
署
名
押
印

し
、
常
に
こ
れ
を
同
窓
会
事
務

所
に
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

会
長
は
、
会
員
か
ら
の
書
面
に

よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

議
事
録
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
会
長
は
、
閲
覧
に

付
き
相
当
の
日
時
お
よ
び
場
所

を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
　
五
　
章
　
　
　
会
　
　
計

第
1
5
条
　
（
会
計
年
度
）

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
4
月
1

日
に
始
ま
り
、
翌
年
の
3
月
3
1
日
に
終

わる。
第
1
6
条
　
（
経
　
費
）

本
会
運
営
の
た
め
の
経
費
は
、
入
会

金
、
会
費
、
寄
付
金
、
そ
の
他
の
収
入

で
充
当
す
る
。

第
1
7
条
　
（
会
費
等
）

1
．
正
会
員
お
よ
び
準
会
員
は
、
一

律
と
し
、
入
会
金
5
．
0
0
0

円
、
会
費
5
．
0
0
0
円
を
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
入
会
後
1
0
年
を
経
過
し
た
会
員

に
、
同
窓
会
維
持
会
費
と
し
て
、

一
人
1
0
．
0
0
0
円
を
一
回

に
限
り
、
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

な
お
、
会
員
は
同
窓
会
維
持
会

費
と
し
て
、
毎
年
継
続
し
て
任

意
の
金
額
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

3
．
母
校
の
教
育
事
業
へ
の
支
援
事

業
を
行
う
た
め
に
、
会
員
に
毎

年
1
回
5
．
0
0
0
円
以
上
を

継
続
し
て
募
集
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

4
．
必
要
に
応
じ
、
寄
付
金
お
よ
び

臨
時
会
費
を
徴
収
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

5
．
本
条
に
定
め
た
会
費
等
は
、
い

か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
返
還

し
な
い
。

第
　
六
　
章
　
　
　
支
　
　
部

第
1
8
条
　
（
支
　
部
）

1
．
本
会
は
、
5
名
以
上
の
発
起
人

に
よ
り
、
地
域
、
企
業
内
に
支

部
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き

る。

2
．
支
部
の
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、

別
に
「
支
部
運
営
内
規
」
で
定

める。

第
　
七
　
章

表
　
彰
　
等

第
1
9
粂
　
（
表
彰
等
）

1
．
本
会
に
貢
献
し
た
も
の
は
、
幹

事
会
の
議
を
経
て
、
表
彰
が
で

き
る
。

2
．
慶
弔
（
含
見
舞
）
　
お
よ
び
記
念

品
贈
答
等
の
行
為
は
、
会
長
の

承
認
を
経
て
行
う
こ
と
が
で
き

る。

3
．
本
条
の
運
用
に
関
し
て
は
、
別

に
「
基
準
」
　
で
定
め
る
。

第
　
八
　
章
　
　
　
会
則
変
更
等

第
2
0
条
　
（
会
則
の
改
廃
等
）

1
．
本
会
則
を
改
廃
す
る
時
は
、
会

則
第
1
2
粂
5
項
（
7
）
に
よ
り
、

総
会
の
議
を
経
て
決
定
し
、
総

会
の
翌
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。

2
．
本
会
則
に
よ
り
本
会
を
運
営
す

る
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
付
属
諸

規
定
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
会
長
は
幹
事

会
に
命
じ
て
必
要
な
規
定
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
．
本
会
則
に
規
定
の
な
い
事
項
に

関
し
て
は
、
幹
事
会
の
議
を
経

て
、
会
長
が
適
宜
処
理
し
、
必

要
に
応
じ
て
総
会
に
報
告
す

る。

4
．
本
会
則
を
改
正
し
た
と
き
は
、

昭
和
第
一
高
等
学
校
の
事
務
局

に
届
け
る
も
の
と
す
る
。

付
　
　
則

1
．
本
会
則
は
、
平
成
7
年
4
月
1
日

か
ら
改
訂
施
行
す
る
。

2
．
本
会
則
は
、
平
成
9
年
5
月
2
4
日

か
ら
改
訂
施
行
す
る
。

3
．
本
会
則
は
、
平
成
1
0
年
5
月
2
3
日

か
ら
改
訂
施
行
す
る
。

4
．
本
会
則
は
、
平
成
1
1
年
5
月
2
2
日

か
ら
改
訂
施
行
す
る
。

5
．
本
会
則
は
、
平
成
1
3
年
5
月
2
6
日

か
ら
改
訂
施
行
す
る
。

6
．
本
会
則
は
、
平
成
1
5
年
6
月
2
2
日

か
ら
改
訂
施
行
す
る
。

7
．
本
会
則
は
、
平
成
2
7
年
5
月
2
3
日

か
ら
改
訂
施
行
す
る
。

8
．
本
会
則
は
、
令
和
元
年
（
2
0
1
9

年
）
　
5
月
1
9
日
か
ら
改
訂
施
行
す

る。

＊
本
会
則
の
改
訂
に
伴
い
、
平
成
1
8
年

7
月
7
日
の
　
「
幹
事
会
運
営
細
則
」
は

失
効
す
る
。


